
全建労発第 ２８号 
令和元年７月１８日 

 
各都道府県建設業協会会長 殿 

 
一般社団法人 全国建設業協会 

会 長   近 藤 晴 貞 
〔 公 印 省 略 〕  

 
 

「建設関係職種等に属する作業について外国人の技能実習の適正な実施及び技

能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の

事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等」及び「外国人建設就労者受入事業

に関する告示の一部を改正する告示」の公布について 

 
 

時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 さて、国土交通省より標記基準等及び告示について公布された旨、通達があ

りました。 

 今回の公布では、建設業の実態を踏まえつつ、技能実習生や外国人建設就労

者の適正な就労環境を確保するため、建設キャリアアップシステムへの登録、

報酬の安定的な支払い等を義務付けています。 

 つきましては、添付の資料をご理解の上、貴協会会員の皆様に対し、周知方

よろしくお願い申し上げます。 

 
以上 

担当：労働部 吉田  
































